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沖縄総合事務局農林水産部請負工事等監督要領 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１ 会計法（昭和 22 年法律第 35 号。以下「法」という。）第 29 条の 11 第

１項及び第４項の規定に基づく沖縄総合事務局農林水産部農村振興課及び

国営土地改良事業（務）所（以下「事業所等」という。）における工事等

の請負契約の監督については、法、予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令

第1 6 5号）、契約事務取扱規則（昭和 37 年大蔵省令第 52 号。以下「規

則」という。）並びに農林水産省会計事務取扱規程（昭和 44 年農林省訓

令第９号）その他に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

（監督職員） 

第２ 契約担当官等（法第 29 条の３第１項に規定する契約担当官等をいう。

以下同じ。）は、支出負担行為担当官（代理官を含む。）の締結に係る工

事等の請負契約（以下「本官契約」という。）にあっては当該工事等を所

掌する沖縄総合事務局農林水産部農村振興課又は事業所等職員のうちか

ら、分任支出負担行為担当官（代理官を含む。以下「分任官」という。）

の締結に係る工事等の請負契約（以下「分任官契約」という。）にあって

は当該工事等を所掌する事業所等の職員のうちから、監督職員（規則第 1

8 条第１項に規定する監督職員をいう。以下同じ。）を任命するものとす

る。 

２ 契約担当官等は、原則として監督職員を２名以上任命するものとする。 

３ 監督職員の任命は、工事等の請負契約ごとに行うものとする。 

 

第２章  監督 

（監督職員の業務の分類） 

第３ 監督職員の業務は、総括監督業務、主任監督業務又は一般監督業務に分

類するものとし、これらの業務の内容は、それぞれ次の各号に掲げるとお

りとするものとする。 

(1) 総括監督業務 

① 工事の請負契約に係る契約書について（平成７年 10 月 24 日付け７地

第8 8 2号）で定められている工事請負契約書又は建設工事に係る設計等

業務の請負契約書について（平成８年２月 23 日付け８地第1 1 3号）で

定められている業務請負契約書に基づく契約担当官等の権限とされる事

項のうち、契約担当官等が必要と認めて委任したものの処理 
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② 契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協

議のうち重要なものの処理 

③ 主任監督業務及び一般監督業務の掌理並びにこれらの業務を担当する

監督職員への指揮監督 

(2) 主任監督業務 

① 契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協

議（重要なもの又は軽微なものを除く。）の処理 

② 設計図、仕様書その他の契約関係図書（以下「契約図書」という。）

に基づく工事等の施行のための詳細図等（軽微なものを除く。）の作

成、交付又は契約の相手方が作成したこれらの図書（軽微なものを除

く。）の承諾 

③ 契約図書に基づく工程の管理、立会い、工事等の施工状況の検査又は

工事材料の試験及び検査の実施のうち重要なものの処理 

④ 関連する２以上の工事等の工程等の調整の処理 

⑤ 一般監督業務の掌理及びこの業務を担当する監督職員への指揮監督 

(3) 一般監督業務 

① 契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協

議のうち軽微なものの処理 

② 契約図書に基づく工事等の施行のための詳細図等で軽微なものの作

成、交付又は契約の相手方が作成したこれらの図書で軽微なものの承諾 

③ 契約図書に基づく工程の管理、立会い、工事等の施工状況の検査又は

工事材料の試験及び検査の実施（重要なものを除く。） 

 

（監督職員の担当業務等） 

第４ 本官契約又は分任官契約に係る工事等の監督を行う監督職員は、総括監

督員、主任監督員又は監督員とし、それぞれ総括監督業務、主任監督業務

又は一般監督業務を担当するものとする。 

２ 分任官契約に係る工事等の監督を行う場合において、工事等の規模、監

督に必要な技術の程度その他技術的な理由（以下「技術的条件」とい

う。）を勘案し必要がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、総

括監督員を置かないことができるものとし、総括監督員を置かない場合に

おける主任監督員は総括監督業務をあわせて担当するものとする。 

 

（監督職員の任命基準等） 

第５ 本官契約の総括監督員は、原則として当該工事等を所掌する沖縄総合事

務局農林水産部農村振興課長又は事業所等の長を任命するものとする。 
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２ 分任官契約の総括監督員は、当該分任官が自らこれにあたるものとす

る。ただし、技術的条件を勘案し分任官が自ら監督を行う必要がないと認

めるときは、事業所等の工事を担当する次長等を任命することができるも

のとする。 

３ 主任監督員は、当該工事等を所掌する事業所等の工事等を担当する課長

等又は専門官のうちから任命するものとする。 

４ 監督員は、事業所等の工事等を担当する専門官又は係長のうちから任命

するものとする。なお、監督員は２名以上任命することができるものとす

る。 

５ 技術的条件及び工事等を所掌する事業所等における職員の配置状況によ

り前２項の規定によることが困難であると認められるときは、これらの規

定にかかわらず、監督を厳正かつ適確に行うことができると認められる者

のうちから任命することができるものとする。 

 

（監督職員の服務） 

第６ 監督職員は、この要領に規定する事務を行うにあたっては、上司の職務

上の命令に忠実に従わなければならない。 

 

（監督職員の注意義務） 

第７ 監督職員は、工事等の適正かつ円滑な履行を確保するため、厳正公平に

監督を行い、工事関係者及び地元関係者との間において紛争を生じないよ

う配慮しなければならない。 

 

（監督職員の交替） 

第８ 監督職員が交替するときは、前任者は後任者に対して、当該工事

等の内容を引き継がなければならない。 

 

（検査の立会） 

第９ 監督職員は、検査（法第 29 条の 11 第２項に規定する検査をいう。）に

立会い、検査職員（規則第 20 条第１項に規定する検査職員をいう。）の

求めに応じなければならない。 

 

（備付書類及び帳簿等） 

第 10 監督職員は、次の各号に掲げる図書を備え、常にこれを整備しておく

ものとする。 

(1) 契約関係図書 
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① 積算書 

② 契約書（写し） 

③ 特別仕様書（工事数量表を含む。） 

④ 図面 

⑤ 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書 

⑥ 工程計画表 

⑦ 施工計画書 

⑧ VE 提案書及びその審査結果（写し） 

⑨ その他契約の履行に関する資料 

(2) 契約の履行に関する協議事項及び重要な指示事項を記載した打合簿（様

式第１号） 

(3) 工事材料の検査について記録した材料検査簿（様式第２号） 

(4) 工事等の実施状況の確認若しくは検査又は工事材料の試験の事実を記録

した図書（写真を含む。） 

(5) その他監督に関する図書 

 

（出来形部分等の確認） 

第 11 監督職員は、契約担当官等から指示を受けたときその他必要があると

きは、工事等の出来形部分等について確認しなければならない。 

 

（破壊検査） 

第 12 監督職員は、契約の相手方が契約書及び仕様書の規定に違反して立会

い又は検査を受けないで工事等を施行したときは、契約担当官等に報告し

その指示を受けて解体又は破壊による検査をすることができるものとす

る。 

 

（発生材等の処置） 

第 13 監督職員は、工事等の施行に伴う解体材若しくは発生材又は支給材料

の残材が生じたときは、遅滞なく所定の手続をとらなければならない。 

 

（履行状況報告） 

第 14 監督職員は、第 12 に定めるもののほか次に掲げる場合には、契約の履

行状況について、契約担当官等に報告しなければならない。 

(1) 契約の相手方が正当な理由なく工事に着手しないとき又は工事を中止し

ているとき。 

(2) 現場代理人等の工事関係者について工事の施行又は管理が著しく不適当
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と認められ交替を求める必要があるとき。 

(3) 工事等の内容、工期又は請負代金額等を変更する必要があるとき。 

(4) 工事中の事故又は災害防止その他の事由により臨機の処置をとったとき

又は契約の相手方が自らとった措置について通知を受けたとき。 

(5) 工事等の施行について第三者に損害を与えたとき。 

(6) 工事等の目的物について引渡しを受ける前に損害を生じたとき。 

(7) 前各号に掲げる場合のほか契約の不履行により契約の目的を達すること

ができないおそれがあるときその他必要があると認められるとき。 

 

附 則 

１ この要領は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成 28 年５月３０日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和２年８月２５日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和８年３月２３日から施行する。 
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様式第１号（用紙Ａ４） 

 

打 合 簿 

 

令和 年 月 日 

 

（監督職員） 

総括監督職員 

主任監督員 

監督員 

 

（受注者） 

 

工事（業務）名                

 

発 議 者 □発注者 □受注者 

発議事項 □協議 □承諾 □指示 □提出 □報告 □通知 □その他（   ） 

  件        名      内            容    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処 

 

理 

・ 

回 

 

答 

 

 

 

 

発 

注 

者 

 

 

上記について □承諾 □受理 □通知 □指示 □提示 □その他(   )します  

             □回答予定日を設定します。 回答予定日：    年  月  日 

【回答】 

 

 

【中間】処理・回答日：令和  年  月  日   【最終】処理・回答日：令和  年  月  日 

 

受 

注 

者 

 

 

上記について □承諾 □協議 □報告 □提出 □届出 □その他(   )します 

       □回答予定日を設定します。 回答予定日：    年  月  日 

【回答】 

 

 

【中間】処理・回答日：令和  年  月  日   【最終】処理・回答日：令和  年  月  日 

 備考 打合せごとに別葉とする。 
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様式第２号                        （用紙Ａ４） 

 

材 料 検 査 簿 

 

 

工事（業務）名                   

 

  品   目                   
 

年 

月 
日 

 

 

 搬 入 数 量 

 

   検 査 数 量 

 

確 

認 
欄 

 

 

 

 

 

 

  記   事  

 

 

 
規格 

 

 
単位 

 

 
数量 

 

 
検査数 

 

 
合格数 

 

 
不合格数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 １．抽出検査の場合の検査数量は実際に検査した数量を記載する。 

２．確認欄は報告内容が適正か確認するために使用する。 

３．記事欄は検査の結果および検査の結果についてとった措置を記載する。 

４．業務は地質・土質調査等を対象とする。 
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